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大

谷

敏

治

一二三四

目

次

財

産
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の

移
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危
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買
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-

給

付

の

危
隙

員

塘

H

代

債

の

危
瞼

資
搬

結

一

緒

迅
速
性

§
篭

6畠

と
確
實
性

忽
2
捧
伽
と
を

一
つ
に
併

せ
盛

ら
ん
と
す

る
商
事
費
買

の
契
約

は
、

一
方

に
そ

の
内
審

を
能

ふ
限

り

F

・0
・B
・契
約

に
於
け
る
財
産
権
の
移
購
と
危
険
の
員
携

三
五



F
・0
・B
・契
約
に
於
け
ろ
財
崖
灌
の
移
韓
と
危
隙
の
資
携

三
六

詳

し
く
規

定
し

つ

」
、
他
方

に
そ

の
表

現
を
出
來

る
だ
け
簡
潔
な
ら
し
め
ん
と
す

る
。

こ
の
故

に
外
國
貿
易

の
取
引

に
現
は
る

」

費

買
契
約

は
、
極
め

て
軍
純
な

る
用
語
を
以

つ
て
表
現

せ
ら
れ

な
が
ら
、
そ

の
内
容

に
無
限

の
複
雑
さ
を
包
む
。
加

へ
て
海

の
内

外

を
連
ら
ね
、
長
き
距
離
久
し
き
時

日
に
亙

つ
て
、
費
買
爾
當
事
者

以
外

に
幾
多

の
脇

役
者

を
登
場

せ
し
む
る
外
國
貿
易

の
取
引

に
あ

つ
て
は
、
蓮
逡
申

の
物

品

の
滅
失
殿
損

の
危
瞼

・
債
格
攣
動

に
よ
る
危

瞼
、
頗

る
大
き
く
、
法
域
を
異

に
す
る
よ
り
生
す

る

紛
争

・
國
際

慣
習
乃
至
慣
脅
法

の
違

へ
る
こ
と
よ
り
す

る
誤
解

ま
た
容
易

に
解
け

が
た

い
も

の
が
あ
る
。

之
れ
等

の
困
難
は
、
個

々
の

。粒・。。
に
於

い
て
、
當
面

の
必
要
か
ら

一
慮
は
解
決

し
ゆ
か
る

」
も

の
で
は
あ
る
が
、

こ
の
解

決

へ

の
道
程

に
は
蕾
に
國
内
法

の
み
な
ら
す
國
際
慣
習
乃
至
慣
習

法
が
、
豊

か
に
亨

け
容
れ

ら
れ

る
も

の
で
あ

つ
て
、

そ
し

て
ひ
と
た

び
解
決

の
途
到
れ
ば
、
夫

れ
は
や
が

て
ま

た
國
際
慣
習

へ
の

一
つ
の

8
暮
尋

鼠

8

と
な
る
も

の
、
こ

の
意
味

に
於

い
て
、
商
取

引
自
醗

は
、
徐

々
に
そ

の
個
性
を
失

つ
て
、
商
事
費
買

に
關

す
る
法
制

は
遙

か
世
界
法

へ
と
天
翻

け
る
も

の
と
云
は
ね
ば
な
ら
な

い
ω
。

本
稿

は
商
事
費
買

に
於

い
て
そ

の
履
行

地
を
船
積

地
に
限

る
契
約

と
し
て

C

・
1

・F

・
契
約

と
倶

に
最

も
普
遍

的
で
あ
り
、
最

近

に
は
そ

の
利
用

の
程
度

む
し
ろ

C
・
1

・
F
・
契
約
を
凌

駕
し

つ
玉
あ

り

と
云
は
る

」
の
F

・0

・
B

・
契
約

に
於

い
て
財
産
灌

の

移
韓

と
危
瞼

の
員
捲

と
を
、
互

に
相
關
聯

せ
し
め
て
考
察

し
よ
う
と
す

る
、
意
圖

す
る
と
こ
ろ

は
、
商

品
交

通

の
直
接
當
事
者

と

し

て
の
費
買
爾
者

の
立
場

に
立

つ
て
此

の
契
約

の
履

行
を
技
術
的

に
観
察

し
、

饗

き
に
筆
者

の
公

に
せ
る

一
篇

「
F

・0

・
B

・
契

約

に
於
け

る
費
用

の
員
澹
」
㈲

と
相
侯

つ
て
、
此

の
契
約

の
全
貌
を

描
か
ん
と

す

る

に
あ
る
。
但

し
文
献

に
乏
し
き
商
事
費
買

の



實
誰
的

理
論
的
研
究

の
分

野

に
於

い
て
、
筆
者

は
此

の
稿
を
草
す
る

に
當
り

、
特

に
教

を
受
く
る

こ
と
多

か
り
し
若

干
を
除

い
て

は
唯

だ
判
例

に
擦
る

の
外

な

か
つ
た
。
分
け

て
後

篇

「
危
瞼

の
員
櫓
」
を
考
察
す

る
に
當

つ
て
は
、
專

ら
吾

が
法
學
界

の
通
読

に

從

つ
た

の
で
は
あ
る
が
、
そ

の
適
用

に
於

い
て
誤

つ
こ
と
多
か
り
し
な
る
べ
き
を
、
唯

だ
擢

る

」
。

(2)(1)(3)

田
中
耕
太
耶

・
世
界
法
の
理
論
第

一
巻
昭
和
七
年
刊
四
〇
ー
四

】
頁
、
三
七

日
;

三
七
三
頁
、
及
び
第
五
章
世
界
経
濟
の
法
的
規
整
蓼
照
。

濱

田
哲
九
郎

・
「
貿
易
契
約
の
新
傾
向
と
本
邦
の
課
税
主
義
」自
由
通
商
第
四
巻
第
十

二
號
所
載
。
此
の
論
丈
に
現
代
の
貿
易
界
の
實
際
が
漸

次
に
C
・1
・F

・費
買
よ
り
F

・0
・B
・
費
買
に
移
・り
つ
」
あ
る
こ
と
な
税
關
統
計
に
よ
つ
て
實
謹
し
、
從
來
C
●1
・F

・
慣
絡
な
標
準
と
ぜ

る
本
邦
課
税
主
義
に
修
正
あ
る
べ
き
こ
と
な
主
張
せ
ろ
、
示
唆
深
き
研
究
で
あ
る
。

拙
稿

・
「F
・0

・B

・
契
約

に
於
け
ろ
費
用
の
員
据

」
小
樽
高
等
商
業
學
校
創
立

二
十
周
年
記
念
論
交
集
昭
和
六
年
刊
所
載
。

二

財

産
権

の
移

韓

抑

々

F

・
0
・
B

・
契
約

に
於

い
て
は
、
他

の
商
事
費
買

に
於

け
る
と
ひ
と
し

く
、
契
約

の
當
初

か
ら
特

定

の
物
品
を
約
定
す

る

こ
と
稀
れ

で
あ

つ
て
、

一
般

に
、
見
本

に
よ

る
費
買

(。。
昏

ξ

旨
目
筈

)、
標
準
品

に
よ
る
費
買

(o自
隅
げ
ξ

ω雷
巳
碧
山
)、
ま

た
は
格
或

ひ
は
銘
柄

に
よ
る
費
買

(。。
昏

ξ

σq
§
牙

。
円
げ
§
巳
)
た
る
こ
と
が
多
く
、
そ

の
法
律

上

の
性

質
は
、
不
特
定
物

に
關
す

る
財
産
権

の

移
韓

を
目
的

と
す

る
愛
務
契
約

た
る
を
常

と
す
る
。
從

つ
て

「
F
・
0

・
B
・
契
約

に
於
け

る
財
産
椹

の
移

韓
と
危
瞼

の
員
憺
」

に

關
す

る
考
察

は
、
先
づ
費
買

の
目
的
物

の
特
定

の
時
並
び

に
特

定
の
所

に
始
ま

る
。

凡
そ
不
特

定
物

に
關
す
る
物
権

の
設
定

叉
は
移
韓

を
目
的
と
す
る
隻
務
契
約

に
於

い
て
、
給

付

の
目
的

の
特
定

の
時

は
、
吾

が

F
・0
・B
・契
約
に
於
け
る
財
産
権
の
移
轄
と
危
瞼
の
資
携

三
七



F
・0
・B
・契
約
に
於
け
る
財
産
権
の
移
幕
と
危
陰
の
員
掬

三
八

國

に
於

い
て
は
、
債

務
者

ガ
物

ノ
給
付

ヲ
ナ
ス

昌
必
要

ナ
ル
行
爲

ヲ
完
了

シ
叉

ハ
債
椹

者
ノ
同
意

ヲ
得

テ
其

ノ
給
付

ス
ベ

キ
物

ヲ

指
定

シ
タ
ル
ト

キ
な
る
こ
と
、
民
法

四
〇

一
條

第
二
項

の
定

む
る
と
こ
ろ
、
而
し

て
債
務
履
行

に
必

要
な
る
行
爲

の
完
了

が
何
事

な

る
か
は
、
債

務
の
本
旨

に
よ

つ
て
定
ま

る
O
。
英

法

に
於

い
て
も

、
當
事
者

の

合
意

に
よ

つ
て
、
叉
は
費
手

の
撰
揮

の
決
定

に

よ

つ
て
定
ま
る
①
、
故

に
商
事
費
買

に
於

い
て
費

手

の
如
何
な

る

行
爲
あ
り
た
る
時

に
、
費
手

が
債
務
者

と
し

て
履
行
す

べ
き

一

切

の
行

爲
を
な

し
た
り

と
云
ふ
べ
き

か
は
、
明

示
的

に
獣

示
的

に
、
取
り
極
め
お
き

た
る
契
約

の
内
容

に
よ

つ
て
之
れ
を

決
す

べ

き

で
あ
り
、
就
申
最
も
重
要
な

る
は
引
渡

の
場
所

に
關
す

る
取
り
極

め
で
あ
る
。

そ
れ

F

・0

・
B
・
費
買

と
は
、
普

通

に
、
費

手
は
約
定
品

を
費

手

の
費
用

に
於

い
て
本
船
上

に
置

か
ざ
る

べ
か
ら
す

、
費
手

の

契
約

上

の
義
務

は
鼓

に
絡

る
、
引
渡

は
ゆ76
全

に
履
行

せ
ら
れ
、
約

定
品

の
財
産
灌

と
危
瞼

と
は

、
當
該
契
約

に
於

い
て
特

殊

の
取

り
極

め
あ

つ
て
既
に
移
輻

し
お
ら

ぬ
限
り
、
此

の
時

を
以
つ

て
買
手

に
移
鱒

し
、
買

手
は
運
賃
並
び

に
爾
後

の

一
切

の
費
用

を
員

澹
す

べ
き
も

の
、
と
解

せ
ら
る

、
費
買
契
約

を
云

ふ
㈹
。

F
・
0
・
B

・費
買

が
、
本
來
海
上
費
買

の
性
質
を
有

つ
か
ま
た
貿
易
契
約

の
性
質
を
有

つ
か
に
就

い
て
は
、
街
ほ
疑
ひ
あ

る

に

も

せ
よ
④
、
斯

く
解

せ
ら
れ
た

る

F
・
0

・B

・
契
約

に
於

い
て
、
引
渡

の
場

所

コ
9。
8

。
臣

魯
く
。錯

が
本
船
甲
板
上
た
る

こ
と
に
就

い
て
は
疑

ひ
が
な

い
。
判
事

雨
臥
臣
"
9
。
は
之
れ
を
簡
潔

に
表
現

し
て
云
ふ
、

h
9
7

8
曇
冨
2
貯
麟
8
昌

轟

{9

牙
野
。還

8

ぴ
。
舞
侮
旨

忌

己

コ
9

。
穿
窪
≦
ぎ

と
①
。
即
ち
此

の
契
約

に
於

い
て
は

一
般

に
、
物

品
特

定

の
時

は
、
費

手
が
そ

の
船
積
義
務
を
完

了
し
た
時

で
あ
り

、
特

定

の
所

は
、
本
船
甲
板
上

で

あ

る

と

云
は
ね
ば
な
ら
な

い
⑥
。

■
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U
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目
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ポ
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・
昌
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O
ゲ
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燭
噂
・
同
い
9

>
・
閑
・
国
2
ロ
魯
ざ

O
O
耳
轟
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。
h
ω
鑑
ゆ

Ω

H
・
国
"
§
創
。
2

ご

&
8

"
お
い
。。
"
,

凛

拙
稿

・
前

掲
書

六

三
九
頁

。

上
叛

酉
三

・
「
貿
易
契
約

に
關

す

る
最
近

の
丈
献

」
(
早

稻
田
商
學
第

七
巻
第

四
號

所
載
)

二
〇

三
頁
。

早
稻
田
大
學
敦
授

上
叛

酉
三
氏
に

、

上
の

一
丈

に
於

い
て
他
の
好
論
交

を
紹

介
批
評

ぜ
ら

る

㌧
機
會

に
、
筆
者

の
前
掲

小
論
文

な
も
取
り
あ

げ
ら
れ
、
且

つ
有
釜

な

ろ
助
言
を
興

へ
ら
れ
た
o
此
威

に
引
用
の
句
は
、
敏
授

が

F

・0

・B

・
契
約

に
於

け

ろ
費
買
爾
者
の

費
用
貢
掬

問
題

な
究

明

ぜ
ん
と
す

ろ
揚
合

に
重
要
な

ろ

二
つ
の
も
の

と
し

て
提
言

ぜ
ら
れ
た

も
の
で
あ
る
o

筆
者

は
近

い
機
會

に
此
の
酷

に
關

し
て
教

な
乞

ひ
六

い
と
翼

ふ
Q

冨

箇
ぎ

ω
唱
ぎ

三

5
σq

O
9

〈
.
留

沖
9
一
津

博
ω
鼻

目
.
炉

閑

●
d

轟

恥
》

●
U

・
O

一葺

ω
』
o

o
h
O
8

島
。n
o
謬

ρ

H
・
周
・
麟
5
畠

喝
・
ρ

団
`
ご

謬
自
8

℃
お

ぶ

騨
℃
.
鴇

●

賢
手
の
船
積
義
務
の
意
味
並
び
に
.本
船
甲
板
上
と
云
ふ
こ
と
の
意
味

に
就

い
て
に
、
拙
稿

(
前
掲
書
攻
載
)
塗
照
。

倦

て
、
種
類
物

を
費
買

の
目
的
物

と
し
た
る
場
合

に
、
其

の
物

の
所
有
権

は
1
特
約

な
き
限
り
ー
特

定
と
同
時

に
買
手

に
移
輻

す

る
こ
と
は
吾

が
民
法

の
定

む

る

と
こ
ろ
①
、
各
國
法
令
ま
た
概

ね

一
致
す
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
例

へ
ば
英
法

に
於

い
て
は
、
責

主

叉
は
買
主
が
夫

れ
そ
れ
樹
手
方

の
同
意
を
得

て
、
目
的
物
を
特
定
し
た
る
時
は
、
其

の
所
有
橦

買
主

に
移
韓
す

る
も

の
と
推
定

す

る
①
。
從

つ
て

F

・0

・
B
・
費
買

に
於

い
て
も
、
約
定
品

の
財
産
櫨
は
、
約
定
品

が

臨§

8

ぴ
§
議

に
引
渡

さ
れ
た
る
時

に
、
費

手

よ
り
買

手

に
移
韓
す

る

を
原
則

と
す

る
⑲
。

此

の
場
合

に
費

手
が
約

定
品
を
船
積

す

べ
き
船
舶

は
、
普
通

に
買
手

に
よ

つ
て
指

定
さ
る

エ
も

の
で
あ

る

か
ら
④
、
買
手

が
こ

の
指
定
を
な
さ

Ψ
る
限
り
、
物
品
は
特
定

せ
す
、
從

つ
て
約

定
品

の
財
産
擁

が
移
鱒

F
・0
・B
。契
約
に
於
け
ろ
財
産
確
の
移
幕
と
危
瞼
の
資
澹

三
九
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移
鰐
と
危
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資
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四
〇

し
な

い
こ
と
は
勿
論
㊥
、
縦

令

ひ
買
手

が
船
舶

を

指
定
し
た
る
場
合

に
於

い
て
も
、
右

の
物
品
特
定

の
効
果
は
、
原

則
と
し

て
約

定
品
が
甲
板
上

に
置
か
れ
た
る
時

に
嚢
生
す

る
も
の
で
あ

つ
て
、
夫
れ
ま

で
は
其

の
財
産
棲

の
移
鱒

は
起
ら
な

い
こ
と
、
ま
た
云

ふ
ま

で
も
な

い
⑥
。
尚
ほ
既

に
筆
者

が
別

の
機
會

に
述

べ
た

る
如
く
、
F

・0

・
B

・
費
買
は
、
買
手

が
積

出
地
叉
は
輸
出
國
内

に
支

店
ま

た
は
代

理
店
を
有
す
る

か
、
或

ひ
は
夫

れ
等
を
有

せ
す

と
も
、
蓮
逡
契
約
保
瞼
契
約

等
を
自

か
ら
締
結

す
る
を
む
し

ろ
有
利

と
す

る
場
合

に
多
く
行
は

る

、
も
の
で
あ
り

、
そ

の
物
品
蓮
逡

に
就

い
て
は
、
自

己
所
有

の
船
舶

に
よ
る
か
或

ひ
は
全
部
ま
た
は

一
部

の
傭
船
契

約

に
よ
る

こ
と
頗

る
多

い
も

の
で
あ
る
O
。
而
し
て
此

の
最
後

の
場
合
1

買
手

が
自

か
ら
本
船

を

3
舞

臼

し
た

る

場
合

に
は
、
財
産
棲
は
、
積
荷

が
本
船
上

に
置

か
れ
た
る
時

に
、
費

手

よ
り
買

手

に
移

る
こ
と
當

然

で
あ
る
①
。
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爾

ほ
之

れ

に
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し
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特
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慣

脅
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し
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拙
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掲
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導

F

・0

・
B

・
責
買

に
於

い
て
、
費
手

が
そ

の
船
積
義
務
を
完

了
し
物
品

が
特
定

し
た
る

こ
と

の
財
産
灌

に
及
ぼ
す
効
果

は
、
以



上

の
如

く
で
あ

る
が
、
然

し
な

が
ら
此

の
原
則
は
常

に
必

ら
す
行

は
る

義
と
は
限

ら
な

い
。
詳
言
す
れ
ば
、
約

定
品

が
本
船
甲
板

上

に
於

い
て
船
積
引
渡

さ
れ

た
れ
ば
と

て
、
常

に
必
ら
す
財
産
橿

の
移
韓
あ
り

と
は
限

ら
な

い
。

F

・0

・
B

・
費

手

の
船
積
義
務
履
行

の
形
式
は
如
何
な
る
も

の
で
あ
る
か
、

に
就

い
て
は
、
既

に
筆
者

の
吟
味

し
た
と
こ
ろ
に

旙
す

る
。
即
ち
判
事

匹
8
写
縄
§

が

o。
8
卑

く
.
ぎ
σq
房

事
件

に
於

い
て
、
本
船

へ
の
引
渡

8

α
亀
く
魯

h
9
げ
.
と
相
並
ん
で
、
船
荷

ヘ

へ

も

設
券

の
入
手

8

雷
冨

9
げ
竃
自

ぴ
蒙

。
=
巴
言
αq
を
費
手

の
義
務

と
し

て
學

ぐ
る
に
も
拘

は
ら
す
①
、
費
手

は
軍
純

に
現
實

に
甲
板

上

に
て
引
渡
す
を

以

つ
て
充
分
な
り
と
す

る
①
。

然

し
な
が

ら
、
金
融
資
本

が
支
配
的
と
な
れ

る
現
代

の
経
濟
組

織

に
離

れ
が
た
く
織

り
込

ま
れ
た
る
商
業

機
構

の
な

か
に
、
絶

え
す
戦
争
乃
至
國
際

紛
孚

の
危
瞼

に
曝
さ
れ

つ
玉
、
自

か
ら
は
非
武
装
的
抗
事

に
從

は
ざ
る
を

え
な

い
外
國
貿
易
維
螢

の
實
際

と

し

て
は
噛
當
事
者
は
能

ふ
限
り
早

い
機
會

に
、

一
底

は

一
切

の
取

引
關
係

か
ら
離
眈

せ

ん

こ

と

を

希

ふ
。
即
ち
先
づ
信
用
歌

の

開
始

に
始

つ
て
、
そ

の
嚴
密
な
る
規

定

に
擦

る
船
積
書
類

の
作
成

は
、
や
が

て
引
渡

の
態
様
を
現
實

的
引
渡

》
。言
亀

ユ
些
く
o還

か

ら
象
徴
的
引
渡

砕
ヨ
ぴ
。涛
巴
山
隻
く
。曼

に
韓

化

せ
し
め
、
從

つ
て
船
荷

誰
券

は
所
謂

ω
露
唱
冒
鵬
魯
2
ヨ
窪
窃

の
訣
く

べ
か
ら
ざ
る
構

成
分
と
し
て
稜
生

し
來

る
。
國
際
商
業
會
議
所

の

目
旨
曾

朗

琶

の
に
關

す
る
委
員
會

(↓
ぽ

O
。
日
巨
§

。
。
臨
↓
H巴
。
↓
。
彗

ε

へ
寄

せ
た
る
参
加
三

十
五

ヶ
國

の
商
業
團
饅

の
同
答

が
、
敦
れ
も
、
費
手
は
船
荷
誰
券
叉
は
之

れ

に
代
は
る
も

の
を
取
得
せ
ざ
る

べ
か

ら
す
、
少
く
も
契
約

に
よ

つ
て
要
求

せ
ら

る

、
時

は
、
費
手
船
荷
誰

雰
を
取
得
せ
ざ
る

べ
か
ら
す

、
と
な
し
た
る
は
①
此

の
事
實

の
報
告

で
あ
る
。

F
・0
・B
・契
約
に
於
け
ろ
財
産
権
の
移
響
と
危
瞼
の
資
辮

四

一



F
・0
・B
・契
約
に
於
け
る
財
産
権
の
移
隠
と
危
瞼
…の
賢
掬

四
二

斯

く

の
如
く

に
、
事
實

上
船
荷
誰
雰

が
獲

行

せ
ら
れ
、
且

つ
約

定
品
は
船
荷
誰
券

に
よ

つ
て
費

手

の
指
圖
人
ま
た
は
其

の
代

理

人

に
引
渡

さ
る

べ
き
時

は
、
費
手
は

唱
昌
目
9
壁
。凶。
に
其

の
塵
分
模

(峠暮

ε

ま

菖

。
ω巴
)
を
保
留
し

た
る

も
の
と
考

へ
ら
る

」
こ
と
、

各
國
法
令

の

一
致
す
る

と
こ
ろ
㈲
、
而
し

て
契
約

に

於

い
て
、
費
手

が
買
手

の
指
圖

に
從

つ
て
買
入
れ
た
る
貨
物

の
船
荷
誰
券

を

買
手

に
引
渡
す

こ
と
を
約
す
時

は
、
費
手

は
船
荷
誰
券
を
取
得
せ
る
日
よ
り
相
當

期
間
内

に
、
當
該
船

荷
誰
券
を
買
手

に
引
渡
す

べ
き
も

の
で
は

あ
る
が
㈲
、

F
・
0
・
B

・
費
買

に
於

い
て
若
し
船
荷
誰
券
が
、
費

手

の
指
圖
式

8

昏
。
。・亀
臼
、ψ
自
α
窪

に
て
嚢
行

せ

ら
れ

て
尚
ほ
裏
書

さ
れ
す

、
或

ひ
は
ま
た
裏
書

せ
ら
れ

て
も
費
手
ま
た
は
其

の
代

理
人

の
手
中

に
留
め
置

か
る

玉
時

は
、
縦
令

ぴ

約
定
晶
は
本

船
甲
板
上

に
て
引
渡

さ
れ

て
も
、
其

の
財
産
権
は
移

輻
し
な

い
も

の
で
あ
る
⑥
。

右

は
必
ら
す
し
も
船
荷
誰
券

の
焚
行
あ

る
場
合

の
み

に
限
ら
な

い
。
縦
令

ひ
約

定
品
が

臨N8

8

げ
§
乙

の
契
約

に
て
買

手

に
引

渡

さ
る

曳
場
合

と
難
も
、
若

し
費
手

が
引
渡

に
際

し
其

の
男
8
音

傍
を
費
手
自
身

の
名

に
於

い
て
取
得
す

る
か
の
、
ま
た

は
要
求
す

る
時

は
㈲
、
費
手
は
右
約

定
品

の
上

に
あ
る
留
置
権

(目
窪
)
を
放
棄
し
た
も

の
で
は
な

い
。
換
言
す
れ
ば
、
縦
令

ひ
約

定
品

は
甲
板

上

に
置

か
れ

て
も
、
財
産
穫

は
共

の
ま

玉
に
買

手
に
移
韓
す
る
も

の
で
は
な

い
、
何

と
な
れ
ば
、
男
§

菅

を
自

己
の
名

に
於

い
て

取
得
し
之

れ
を
保
有
す

る
こ
と
は
、
此

の
約

定
品

に
就

き
船
荷
誰
券

を
自

己
の
手

に
取
得
す

る
植
利
を
保
有

す
る
こ
と
で
あ
り
、

此

の
誰
雰

に
よ

つ
て
表
彰

せ
ら
る

曳
約
定
品
は
、
此

の
船
荷
讃
券
を
盧
分
す

る
こ
と
に
よ

つ
て
の
み
、
責

手

の
支
配

か
ら
逃
れ

さ

る
も

の
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。

然

し
な

が
ら
此

の
場
合

に
も
、
若
し
代
債
が
支
佛

は
る

、
な
ら
ば
、
此

の
費
手

の
留
置
棲
は
拡
棄

せ
ら
れ
た
る
も

の
と
見
傲

さ



れ
、
財
産
権

は
完
全

に
買
手

に
移
韓
す
る
⑲
。

ま

た
本
船

が
買
手
自
身

の

も

の

で

あ
り
、
響

き

に
費

手
が
取

得
し

た
る

男
需
9

ぼ

は
、
後

に
船
荷
誰
券

に
引
換

へ
ら
れ

て
、
代
金
を
支
佛

ひ
た
る
買
手

の
手

に
渡

り
、
以

つ
て
費
手

が
貨
物

の
上

に
有
す

る
支
配
を

制
限
す

る
何
等

の
事
情

な
き
場
合

に
は
ー
之
れ
を
要
す

る

に
本
船

が
買
手
自
身

の
も

の
で
あ
り
、

且

つ
引
渡
を
抑
制
す

る
何
等

の

事
情

も
存

せ
ざ
る
場
合

に
は
1

引
渡
は
数

に
完
全
と
な
り

、
喪
手

の
有
す

る

一
切

の
留
置
櫃

は
消
滅
す

る
も

の
で
あ
る
働
。

)(3)(2)(1(4)(5)(1【o)(9)(8)(7)(6)

OQ
齢◎
σ
犀
〈
・
H旨
西
出
即

図
O
》
・
(
γ
N
ひ
い
角
仲
℃
℃
・
箇
圃
H
I

楠
圃
Q
(　[
◎
「餌
ヒ6
一自コO
腎
ぴ
ロ
「昌
)
㎞
拙

稿

●
前

…掲
…書
ヱ
ハ
五

一四
頁

O

拙

稿

・
前

…掲
壼
呈
ハ
五

四
頁

O

素

よ
・り

各

國

と

も

に
若

干

の

相

異

あ

り

、

詳

し

く

に

H馨
o
旨
曽
ユ
§

巴

O
訂

ヨ
げ
臼

o
h
O
O
葺
ヨ
2
8

編

月
話
鋤
o
↓
興
ヨ
・・㌔

昌
鼻
。
9
》
H
馨
⑦
§

魯
鑑
§

巴

出
$
釦
ρ
量
嵩
o
話
"
憎
9
貝
ジ

同℃
N
導

及

び
拙

稿

・
前

掲

書

六

五

四
-

六

五

五
頁

謬

照

。

琶

。
o
h
Q
8
留

>
o
f
Qの
●
　
ゆ
(
悼
γ

日
本
商
法
六

二
九
條
及

び
三
三
四
條
第

二
項
並

び

に
三
三
五
條
o

田
中
誠

二

・
海
商
法
提
要

大
正

十
五
年

刊

三

〇

二

頁

。

ヒ⇔
o
ロ
智

ヨ

凶炉

誇

目
N
$

帥尻
o
o
昌

け
ず
o

H
・慧

o
h
o自
巴

o
O
h
憎
費

ψ
o
昌
9
一
国
呂

℃
9

受

(
以

下

O

自

◎D
巴

o

と

呼

ぶ

y

響

げ

o
畠
ら
ピ
9

伽
0
3

回
O
U
飼
噌
bd
内

・
H
<

.
津

.

同
閣
●
℃
.
ミ

舎

≦

巴

け
く
」

W
9
詩

賃

矯
園
N

い

}
.
国
×
●
岩

圃

(
り
碧

犀
o
噂
蜀

ご

O
帥
げ
曽
買
o
口

く
.
国

話

亀

♂

ピ
●
菊

。
H
o

閨

鉾

い
『
轟
・

9

碧

碧

く
・
閑
五

窪

(
"
◎。
岡
9

0

目
碧

艮

・
轟
Q
も9
二

〇

図
.
男
.
£

.

図
琴

κ

〈
・
嵩

暮

節
巴
α

(
口
◎◎
器

)讐
い

切

陣

》

一島
9
α
鴇

}
捏

男
・
男
.
"
o
M

い
団
o
a

§

凶
5
㌦

げ
5

壱

閑
内

・
<

・
国

」

・
℃
・
◎◎
◎◎
翁
●

6
。
毒

昏

。

く
.
塁

。
ヨ

甥

。
ξ

い

竃

8

●
,

ρ

属
禽

ミ

o

男

●
口

』

N
.

前

掲

事

件

、
】W窪
冒
慧

昌
L
甑
臼
壱
b⇔
内
・
<
・
国

●
H
も

●
撰

・

F
・0
・B
・契
約

に
於

け
る
財
産
権
の
移
韓

と
危
陰
の
資
搬

四
三



F
・0
・B
・契
約
に
於
け
る
財
産
権
の
移
韓
と
危
瞼
の
賢
憺

四
四

此
塵

に
財
産
櫨

の
移
韓

と
關
聯
し

て
述

ぶ
る
を
便

と
す

る
は
、
英
法

に
所
謂
引
渡
差

止
権

の
こ
と
で
あ
る
。

引
渡
差

止
櫓

袋

σ。
犀

。
{
oゆ
巳
竈
お
・
凶昌
目
墨
昌
昌
ε

と
は
、
賓
主

の
稜
逡
し
た
る
費
買

の
目
的
物
が
買
主
ま
た
は
代
理
人

の
占
有

に
蹄

せ
ざ
る
う
ち

に
買
主

が
無
資
力

と
な
り
た
る
場
合

に
、
費
主

が

一
旦
喪
失

し
た
る
目
的
物

の
占
有
を
同
復
し

て
代
金
全
額

の

支
佛

を
受
く
る
ま

で
之
れ

を
維
持
す

る
櫻
利

で
あ

つ
て
ω
、
費

主

の
留
置
権

(一＼O
旨
ら
O
円¥び
団
O昌
)
目
的
物

の
費
却
権

(空
σq
洋

。
h
男
窪
自。ε

と
共

に
英
法

が
代
金

の
支
佛
を
受
け
ざ
る
費
主
を
保
護

せ
ん
が
爲

に
認

め
た
る
構
利

で
あ
る
。

前

に
も
述

べ
た
る
如
く
不
特
定
物

の
費
買

に
於
け
る
所
有
権
移
韓

の
時
は
、
別
段

の
意
志
表
示

の
な

い
限
り
、
其

の
特
定

の
時

な
る
こ
と
、
各
國
法
制

の

一
致
す
る
と
こ
ろ

で
あ

る
。
從

つ
て

F
・
0

・
B

。
費
買

に
於

い
て
費
手
が
契
約

に
從

ひ
約
定
品

を
本
船

甲

板
上

に
船
積
す
る
に
至
れ
ば
、
買

手
は
代

金
を
支
佛
は
ざ
り
し

場
合

に

於

い

て

も

尚

ほ
共

の
所
有
模

を
取
得
す

る
。
故

に
後

日
買
手
が
無
資

力
と
な
る
時
は
、
費
却
物
は
総
債
槽

者

の

一
般
捲
保

と
し

て
取
扱

は
れ
、
費
手
と
難

も
他

の
債
権
者

と
同

一
の
地

位

に
立

つ
て
代

金
の
辮
濟
を
求
め
な

け
れ
ば
な

ら
な

い
。
然

し
な

が
ら
買
手
が
代
金
を
支
佛
は
ナ

し

て
取
得
し
た
る
物
品
を
以

つ

て
、
其

の
債
務

の
辮
濟

に
充
當

せ
し
む

る
は
、
他
人

の
物

を
以

つ
て
自

己

の
債

務

の
辮
債

に
充

て
し
む
る

に
外
な

ら
す
、
且

つ
費

も

も

も

へ

も

へ

ら

も

へ

も

手

の
襲

逡
し
た

る
目
的
物
は
現

に
蓮
逡

の
途
中

に
あ

つ
て
未
だ
買
手

の
現
實
占
有

に
蹄

せ
ざ
る
に
も
拘

ら
す

、
尚
ほ
買
手
を
し
て

其

の
物

の
支
配
者

た
ら
し

め
、
而

か
も
費
手
を
し

て

一
般
債
櫨
者

と
同

一
の
地
位

に
立
た
し
む
る

は
不

衡
平
と
云
は

ね
ば
な
ら
な

い
。
之

れ
英
法

が
費
手

の
此

の
模
利
を
認
め

て

一
定

の
條
件

の
下

に
費

手
を
し

て

一
旦
喪
失
し
た

る
目
的

物

の
占
有
を
回
復

せ
し

め
、
且

つ
代
金

の
支
佛
を
受
く

る
ま

で
之

れ
を
維
持

せ
し
め
、
以

つ
て
正
義
衡
準

の
念

を
守
ら
ん
と
し
た
所

以

で
あ
る
⑳
。



此

の
引
渡

差
止
権

は

一
定

の
要
件
具
備
す

る
時

は
、
法
律

の
規
定

に
よ

つ
て
直
接

に
獲

生
す

る

も

の

で

あ

る
が
、
其

の
う
ち

も

も

も

も

も

へ

F

・0

・B

・
費
買
と
關
聯

し
て
特

に
重
要
な

る
は
、
目
的
物

が
蓮
途

の
途

中

に

(宣
茸
9鼠

ε

あ

る

こ

と

を

要

す

る

一
事

で
あ

つ

て
、
そ

の
運
逡

の
途
中

と
は
、
費

主
が
買

主
に
引
渡

す

が
た
め
目
的
物
を
運
邊
業
者
其

の
他

の
受
托
者

に
交
付

し
た
る
時

よ
り
、

費
主
叉
は
買

主

に
代

つ
て
引
渡
を
受
く
る
櫨

限
あ
る
代

理
人

が
蓮
逡
業
者
其

の
他

の
受
托
者

よ
り
其

の
引
渡

を
受
く

る
ま

で
、
を

指
す

こ
と

。自
巴
。
。
{
0
8
静

》
9
噌
ψ

占

(μ
)
の
定
む
る
と

こ
ろ

で
あ
る
。

い
ま
原
則

と
し

て
、
約
定
品

が

即
8
§

げ
§
匙

に
引
渡

さ
れ
た
る
時
に
其

の
財
産
構

が
費

手

よ
り
買
手

に
移
鱒
す

る
と
云

ふ
は
、

此

の
場
合

に
於
け
る
船

長
が
蓮
邊
契
約
者

た

る
と
同
時

に
荷
主
た

る
買
手

の
受
托
者

た

り

と
解

す
る
に
よ
る
㈹
。
然

し
之
れ
は
あ

く

ま

で
受
托
者

び
亀
8

た
る

に
止
ま
り
、
本

船
が
買

手

の
所
有

に
薦

し
て
船

長
が
共

の
使

用
人
た
る
か
叉
は
船
長
が
運
邊
契
約
者

た
る
と
同
時

に
買
手

の
代

理
人
た
ら
ざ
る
限

り
、
船
長
は
軍
純

な
る
仲
介
者

9
ヨ
§

葺

自
§

傷
冨
曼

と
し

て
引
渡

を
受
く

る
も

の

で
あ
る
。
故

に
約
定
品

の
引
渡
と
同
時

午

⊥
買
手

の
留
置
構

な

き

限
ρ
1

蓮
邊
業
者

は
此

の
貨
物

に
つ
き
直
接

占
有

ぎ
目
聾

き

℃
。
ω。・馨

幽。
昌
を
取
得

し
、
買
手
は
運
邊
業
者

の
此

の
直
接
占
有
を
通
じ

て
目
的
物

の
聞
接

占
有

ヨ
巴
§
。
宕
器
塞

一8

を
取
得
す

る
に

過
ぎ
な

い
。
而
し

て
買
手

の
此

の
聞
接
占
有
は
未
だ
確
定
的

の
も

の
で
な
く
可
動
的

の
も

の
で
あ

つ
て
、
此

の
歌
態

に
あ
る
場

合

カ

ヘ

へ

も

ヘ

へ

に
目
的
物
は
蓮
途
中

に
あ
り

と
云
ひ
、
若
し
此

の
時

に
買
手

が
無
資

力
と
な

れ
ば

未
だ
代
金
全
部

の
支
梯
を
受
け
ざ
る
費

手
は
目

的
物

の
占
有
者

た
る
運
逡
業
者

に
買
主

へ
の
引
渡

を
差

止

む

る

旨

の
通
知
を

な

し
、
以

つ
て
差
止
権

を
行
使

す

る

も

の

で
あ

る
④
。

o

F
・0
・
B
・契
約
に
於
け
る
財
産
構
の
移
瓢
と
危
瞼
の
員
据

四
五
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(3)(2)(1)(4)

F

・
0

・B

・
契

約

に
於

け

る
財

産
穂

の
移

嬉

と

危
瞼

の
資

捻

四
六

剴
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o
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げ
弩
ド
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ロ
oo
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や

Q
O
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宮
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英
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法

研
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大
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轟
(剛
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導
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回
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稿
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前

櫓倒
婁
呈
ハ
四

二
頁

。

空

σQ
冨

o
h
鴇
名

窟

σq
。
一三

量
冨
。・ぎ

は

責

主

の

取

戻

権

と
し

て
吾

が
國

破

産
法

に

も
認

め

ら

ろ

』

(
破

産

法

八

九

條

)
。

但

し
英

法

は

買

主

の
無

資

力

な
§

7
窪

亀

)
々
以

つ

て
此

の
権

利

の
登

生

に
充

分
な

り

と

し

、
吾

が

破

産
法

に

狭

く

破

産

宣

告

あ

り

た

ろ
時

に
限

る
。

詳

し

く

に

加

藤

正
治

・
破
産
法

(現
代
法
學
全
集

二
〇
巻
)
第
七
章
取
戻
構
特
に
第

二
節
隔
地
取
引
に
於

け
る
資
主
の
取
戻
権
の
項
及
び
同
博
士

・
破
産
法

研
究
第
五
巻
昭
和
五
年
刊

一
四
九
頁
以
下
蓼
照
o

三

危

険

の

負

搬

凡

そ
萱
買
契

約

の
封
象
た
る

「
商

品

に
關
す

る
危
瞼
」
と
は
、
當
該
商
品

に
就

い
て
起

る
こ
と
あ
り
う

べ
き
部
分
的
な

る
或

ひ

は
全
部
的
な
る
殿
損
及
び
滅
失
を

さ
す

。
而

し

て
此

の
滅
失

及
び
殿

損
に
は
、
内
部
的

腐
蝕

に
基
く
も

の
あ

る
べ
く
、
ま
た
火
災

・

水
難

・
衡
突

・
墜
迫
等

の
外
的
影
響

に
よ
る
も

の
も

あ
ら
う
。
更

に
は
ま
た
、
職
時
禁
制
品

の
淡
牧

・
税
關

の
渡
牧

・
海
賊

・
盗

難

等
所
謂
第

三
者

の
侵
害
に
よ
る
も

の
も
あ
ら
う
。
近
代

の
商
品
交

通

に
於

い
て
は
、
之

れ
等

の
内
容

に
加

へ
て
、
商
品

の
保
存

ま

た
は
財
産
梅

の
維
持

に
必
要
な

る
非
常
的
支
出
-

例

へ
ば
船
舶

に
事
故

あ

つ
て
商
品
を
荷
卸
す

べ
き
場
合

避
難
港

に
於

い
て
稜

生
す

べ
き
荷
役
費

・
滞
船
料

。
荷
造
修
繕
費
ま
た
は
商
品
保
存
上
必
要
な

る
も
ろ
も
ろ

の
費

用
ー

を
も
包
含

す

べ
く
、
商
標
保
護

●



の

法
違

反

・
關
税
規
則
違

反
等
に
よ
る
罰

金
等
を
も
此

の
う
ち

に
算

ふ
べ
き

で
あ
る
①
。

貿
易
維

螢

に
俘

ふ
危
瞼

は
素
よ
り
右

の
み
に
は
止
ら
な

い
。

「
近
代
的
な
大
規
模
生
産
並
び

に
配
給

が
必
然
的

に
先
物

の
大
量

費
買

と
長
期

の
信

用
取
引
と
を
内
外

の
商
業

界

に
普
及

せ
し
め
た
結
果

、
時
間

の
維

過

に
起

因
す
る
償
格
並

び
に
信
用

の
攣
動

に

よ
る
危
瞼

が
、
最

近
特

に
頻
繁

と
な
り
」
、

そ
れ
は
上
述

の

も

の

に

も

ま

し

て
貿

易
経
螢

の
脅
威

と
な
り

つ

」
あ
る
は

疑
ひ
な

い
①
。
ま
た
商

品
交
通

に
於
け

る
危
瞼

と
は
、
障

害

の
獲
生

そ
れ
自
身

を
意
味

す

る

に
非
す

、
経
螢
経
濟

的
給
付

を
阻
害

す

る
障

害

が
畿
生
す
る
可
能
性

が
あ
る
と
云

ふ

こ
と
、
を

意
味
す

る
と
す
る

O
冨
お
珪

鼻
臼

の
見
解

を
採
り
入
る

玉
な
ら
ば
鋤
、

か

玉
る

可
能
性
は
、
経
螢
経
濟

の
内
外
を
通
じ

て
到
る
と
こ
ろ

に
1

即
ち
そ

の
場

所
的
職
能

に
於

い
て
、
そ

の
時

聞
的
職
能

に
於

い
て
、

量
的
及
び
質

的
職
能

に
於

い
て
、
信

用
的
職
能

に
於

い
て
、
而

し
て
購
買

心
喚
起

の
職

能
に
於

い
て
さ

へ
も
存

在
し
う
る
。

然
し
な

が
ら
、

そ

の
後

の
場
合

に
云

ふ
危
瞼
概
念
は
、
前

記
諸
職
能

が
経
濟
交
通

に
於

い
て

〉
窪

藁
滞

た
る
に
樹

し

て
、
そ

の

b
乱
昏
8
。
と
し

て
の

守
ω。。剛葺

野

を
意
味
し
㈹
、
既

に
個

々
の
取
引

に
於

け
る
貿
易
契
約
履
行
上

の
技
術
的
考
察

と
し

て
の
本
稿

の

範

園
外

に
薦
す

る
。

そ

の
前

の
場
合

に
云

へ
る
、
時

間

の
關
係

に
於

い
て
護

生
す

る
取
引

の
債
格

及
び
信
用

に
係

る
危
瞼

に
就

い

て
も
、

そ

の
債

格

の
攣
動

に
就

い
て
は
取
引
所
制
度

の
利
用
、
信
用

の
危
瞼

に
關

し

て
は
信
用
保
瞼
若

し
く
は
國
家
補
償
制
度

の

採
用
等

が
考
慮

さ
る
べ
く
、
問
題
は

「
F
・
0
・
B
・
契
約

に
於
け
る
財
産
模

の
移
韓

と
危
瞼

の
員
憺
」
の
将
内
を
超

へ
て
、
廣

く
貿

易
経
螢

一
般

の
技
術
的
考
察

に
委
ね
ら
る
ぺ
き
で
あ

る
①
。

い
ま

一
個

の
貿
易
契
約

を
結

ぶ
に
當

つ
て
、
取
り
極
め
ら
る

べ
き

§

§
¢
§
"
8
巳
箆
。
蕊

は
、
取
引
内
容

の
多
様

と
共

に
多
岐

F
・0
・8

・契
約
に
於
け
ろ
財
産
擢
の
移
嬉
と
危
瞼
の
員
掬

四
七



F
。0
・B
・契
約
に
於
け
ろ
財
産
確
の
移
鴨
と
危
険
の
員
掬

四
入

で
は
あ
る
が
、
之
れ
を
整

理
し
て
、
品
質

に
關

す
る
條
件

・
数
量

に
關
す

る
條
件

・
債
格

に
關

す
る
條
件

・
引
渡

に
關
す

る
條

件

並

び
に
代
金
決
濟

に
關
す

る
條

件

と

な

す

が

普

通
で
あ
る
。
右

の
う
ち
契

約

の
履

行

に
俘

ふ
危
瞼

の
員
澹
乃
至
移
韓

と
云

ふ
時

に
、
費
買

爾
當
事
者

が
取
り
あ
ぐ

る
は
、
主
と
し

て
そ

の
品
質
並
び

に
数
量

に
關
す

る
條

件

が
完
全

に
履
行

せ
ら
れ
た
り

や
否
や

で
あ
り
、
國
家

が
あ
る
商

品

の
輸
出
入
を
禁

じ
、
職
争
動
説
等

の
政
治
的
原
因
、
地
震

・
火
災

・
水
害

・
凶
作
等

の
不

可
抗
力
な

る
天
然
的
事
故

の
た

め
、
或

ひ
は
同
盟
罷
業

・
工
場
閉
鎖

・
消

極
的

抵
抗
等

の
た
め

に
、
積
込

の
逞
延
若
し

く
は
不

可
能
が
嚢
生

し

た
る
場
合

に
於
け
る
危
瞼

を
も
包
含

ぜ
し
め

て
、
鼓

に
云
ふ
危
瞼

と
は
、
あ
く
ま

で
も
貿
易
経
螢

の
内

部

に
立

つ
て
、
契
約

不

履

行

に
よ

つ
て
生
す

る

一
切

の
危
瞼

!
国
篠
爵
§
鴨
「聾
ざ
1
並
び

に
蓮
逡
申

の
危
瞼

を
意
味
す
る
⑥
の
。

然

か
ら
ば
F

・0
・
B
・
契
約

に
於
け
る
危
瞼
は
費
買
爾
當
事
者

に
よ

つ
て
、
如
何

に
員
捲

せ
ら

る

」
か
。

此
虞

に
所
謂
危
瞼
員
旛

に
は
二

つ
の
意
味

が
あ

る
。
費
買

に
於

い
て
何
等

か
の
事
情

に

よ

つ

て
物
品

が
滅
失
殿
損

し
た
場
合

に
、
費
手

が
代
金
請
求
模

を
失

ふ
時
、
「
危
瞼

は
費
手
員
憺
す
」
と
云
ひ
、
ま

た
買

手
が
何

等
商
品
引
渡

の
履

行
を
受

け
な

い
に
も

拘

は
ら
す

代
金
を
支
佛

ふ
べ
き
時

に
、
「
買
手

が
危
瞼
を

員
憺
す
」

と
云
ふ
は
、
凡

て
代

金
に
關
す

る
危
瞼

(男
凱
。・σq
。h聾
H)
を
意

味

す

る
。

嬰
務
契

約

に
基
づ
く
債
櫻
關
係

の
う
ち
、

一
方

に
つ
い
て
履

行
不
能
を
生
じ
た
場
合

に
、

そ

の
不
能
が
債

務
者

の
責

に
蹄
す

べ

か
ら
ざ
る
事
由

に
よ
る
も

の
で
あ
る
な
ら
ば
、
そ

の
債
模
關
係

は
浩
滅

し
て
債
務
者
は
債
務
を
冤
る

玉
の
で
あ
る
が
、
他

方

の
債

権
關
係

が
ど
う
な
る
か
と
云
ふ
こ
と
は
、
論
理
的
必
然
性
を
以

つ
て
決
定

さ
れ

る
こ

と
は
出
來

ぬ
。
そ
し

て
、
買
手

が
物
品
を
受



取
り
た
る

や
否
や

に
關
係
な
く
約
定

の
代

金
を

支
彿

ふ
べ
き

か
否
か
は
、
當
事
者

に
と

つ
て
は
最
大

の
關

心
事

で
あ

る
か
ら
、
普

通

に

「
危
瞼

を
何
人
が
員
捲
す
る
か
」

と
云
ふ
表
現
が
用
ゐ
ら
れ

る
場
合

に
、
此

の

津
昏
σq
。掛
穿

が
意
味

せ
ら
れ
、

そ
し

て
そ
れ

が
法
律

上

の
所

謂
危
瞼

員
憺

の
問
題
を
な
す

の

で
あ

る
が
、
商
事
費

買

に
於

い
て
は
、
商
品

の
危
瞼
を
、
代
債

の
危
瞼

爲
器
房
σq・融
7
H)

と
給

付

の
危
瞼

(い
6け
葺
轟
馨

凱
年
)
に
分

つ
て
、
そ

の
蔓
方
を
取
り
あ
げ

ね
ば

な

ら

な

い
こ
と
、
猫
乙
系
諸
學
者
特

に
経
螢
維

濟

學
諸
學
者

の
高
調
す
る
と

こ
ろ

で
あ
る
⑥
。

(6) (5)(4)(3)(2)(1)(7)

旨
・
国

色

呂

2

ゆ
砕

㎝
仲φ
白

島
臼

≦

19

夢

碧

傷
9
巴
魯

器

博
ヒ目
o
ユ
凶炉

お

&

"
畿

・
》

鐸
P

qo
.
鴇

℃
.

上
坂
酉

三

・
「
貿

易
縄
螢

に
關
す

ろ
危
瞼

の
實
謹
的

考
察

」
煙
螢

煙
濟

研
究
第

十

二
冊
五
九
頁
。

困
'
O
げ
o
「冨

ユ
o
謬
3

鴨
§
置
凶0
5
甲
巷
幽
幻
凶ψ涛
o
巳
o
ぽ
o
自
霧

≦
舞
o
暮

碧

血
0
5

ヒ⇔
o
集

督
ロ
・
乏
陣g

℃
ぢ
岩
℃
ω
●
楠
二
●

困
.
○
げ
o
弓
ゆ
ユ
臥
8
が
p

"
●
9

こね
.
◎
外

此

の
船

に
關

し

て
に

上
坂

酉

三

・
前
掲
論

丈
蓼
照
。

所
謂
商
品

交
通
論

に
於

い
て
に
嚴
重

に
匪
別

ぜ
ら

る
」
荷
造

及
び
技

装

(℃
器
置
5
σq
§
ユ

巳
葬

ぎ
σQ
出
巴

に
關

す

ろ
畷
疵

も
、
此
の
意
味

に
於

い
て
品

質

に
關
す

ろ
條
件

の
中

に
含
ま
れ
て

、
履
行
危
隙

に
算

へ
ら

る
」
。
藍

し
荷
澄
の
如
何
が
内
部

商
品

の
品
質

に
影
饗

な
興

へ
、

蓮
途

中

の
火
災

・
漏
洩
等

の
原
因
た
な
し

、
ま

穴

冨
罫

ぎ
σq
。名

の
契
約
違

反

に
よ

つ
て
第

三
者

へ
の
韓
費

に
支

障
為
來

れ
す

等
の
揚
合

あ

つ
て
、

契
約

上
約

し
敦

る
荷
造
及

び
技

装
に
契
約

目
的

の
構
成
部

分
な
な
す

か

ら
で
あ

る
。

向
弁
梅

次

・
「
品
質
遽
約

の
危
隙

と
其

の
商
慣

脅

」
研

究
論
集

第
四
巻
第

二
號
所
載

入
-

九
頁
o

向
井
教

授
に
此
の
意
味

に
於

け

ろ
危
瞼

な

「
狭
義

に
於

け

る
危
隙

」
と
呼
ぴ

「
廣

義

に
於

け

ろ
危
隙

」
と
劉

ぜ
し

め
ら

る

(
向
井
梅
次

・
「
資

買

上
の
危
瞼
員
掬

に
關
す

る
商
脅
慣
的
考

察

」
経
管
経
濟

研
究
第

十

一
冊

八
三
ー

入
四
頁
)
。
貿

易
経
螢

に
關
す

る
危
瞼

概
念

に
就

い
て
は
更

F

・
0

・
B

・
契
約

に
於

け

る
財
産
搬

の
移
幣

と
危
瞼

の
員
掬

四
九



(8)

F

・0
・B

・契
約
に
於
け
る
財
産
擢
の
移
轄
と
危
隙
の
資
搬

五
〇

に
.機
會
な
得
て
考
寮
し
六
い
。

本
邦
で
最
初
に
此
の
黙

に
鯛
れ
ら
れ
れ
る
は
、
小
町
谷
操
三
博
士
で
あ
ら
う

(同
博
士

・
海
商
法
研
究
第

二
巻
昭
和
六
年
刊

一
二
六
頁
、
及

び

=

一七
頁
註

一
)。
但
し
そ
の
シ
フ
契
約

へ
の
適
用
に
.於

い
て

此
の
提
言
が
如
何

に
取
扱
に
れ
六
か
は
別
で
あ
ろ
。
因
に
小
町
谷
博
士
に

へ

も

へ

も

も

ヘ

カ

ヘ

ヘ

ヘ

へ

津
9
茜
o絞
貯

な
反
封
給
付
の
危
瞼
と
謬
出
ぜ
ら
れ
穴

(
前
掲
書

=

一六
頁
)o
向
井
敦
授
に
前
掲
論
丈

に
於

い
て
債
格
危
瞼
な

る
課
語
な
用

ゐ
て
此
の
殿
に
言
及
ぜ
ら
れ
(同
教
授
前
掲
論
丈

一
〇
八
-

一
〇
九
頁
)
、
民
法

上
で
讐
務
契
約

に
於
け
ろ
危
瞼
員
据
と
云
ふ
揚
合
は
反
醤
給

ヘ

ヘ

ヘ

へ

も

へ

付
の
請
求
擢
に
係
り
便
格
危
瞼
な
問
題
と
す

ろ
、
と
な
し
、
ま
た
、
混
齪
為
遜
け
る
た
め
に
給
付
危
陰

の
移
韓
為
集
中
叉
は
特
定
と
樹
す
ろ

方

が
簡
明
で
あ
ら
う
と
せ
ら
れ
表

(
前
掲
論
丈
同
所
、
傍
黙
筆
者
)。

1

給
付
の
危
瞼
負
憺

一
般

に
種
類
費
買

に
於

い
て
は
債
務
者

が
履
行

に
充
當
す
る
考

の
物

品
が
滅
失
し

て

も
債
務

は
漕
滅
し
な

い
①
。
故

に
普
通

に

契
約

の
當
初
見
本

叉
は
標
準
口
叩
・
格

・
銘
柄
等

に
よ

つ
て
種
類

品
質
を
示
し
、
引
渡

の
時
期
を
定
め
、

や
が

て
買
手

に
よ

つ
て
指

定
さ
る

べ
き
本
船

の
甲
板
上

に
物
品
を
船
積
す

べ
き
こ
と
を
約

す
る

F

・0

・
B
・
費
買

に
あ

つ
て
は
、
費
手
が
給
付

不
能

の
危
瞼

を
員
捲

せ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
即
ち
本
船

甲
板
上

に
於
け

る
般
積
義

務
が
完
了
す

る
ま

で
は
物

品
特
定

せ
す
、
縦
令

ひ
費
手

が
引
渡

の

目
的

を
以

つ
て
物
品

を
分
離

し
逡
致
し
た
り
と
し
て
も
、
未
だ
此

の
船
積
義
務

を
了

せ
ざ

る
う
ち
は
其

の
滅
失
殿

損

に
よ

つ
て
引

渡

義
務

は
消
滅

し
な

い
②
。
た

聖
契

約

せ
ら
れ
た
る
種
類
物

が
審
く
滅
失

し
若

し
く
は
其

の
他

の
事
由

に

よ

り
之
れ
を
得
る

の
途

な
き
に
至
り
た
る
場
合
-

換
言
す
れ
ば
約
定
品
の
引
渡
が
客
観
的
に
不
能
と
な
り
だ
る
場
合
に
於
い
て
の
み
、
費
手
は
此
の
債



務
を
冤

る

玉
も

の
で
あ
る
。

然
し
責

手

が

一
旦
買
手

の
指
定

せ
る
船

舶

に
物
品
を
船
積
す

る
時
は
、
給
付

の
目
的
物

は
鼓

に
特
定
し
、
從

つ
て
其

の
後

に
當

該

物
品
が
費
手

の
責

に
蹄
す

べ

か

ら

ざ

る
事
由

に
よ
り
滅
失

又
は
殿
損
し

て
も
、
費

手
は
更

に
他

の
物

品
を
給
付
す

る
要
は
な

い
働
。
此

の
鐵

は
世
界
各
國

の
例
外
な
く

一
致
す
る

と
こ
ろ

で
あ

つ
て
、
國
際
商
業

會
議
所
編

↓
§
曾

目
。
§

。・
に
よ

る
も
参
加

三

十
五
ケ
國

ひ
と
し
く

。・。目
輿

ヨ
`
ωけ
ぴ
窪

・ぞ
。
邑

ぴ
一亀

。
憲

E
。
給
碧
ミ
自

審
暴

σΩ
。
巨
巳

『q。
&
い
9器

冨

。巴

8

ぴ
S
巳

く
霧

9

と
あ

る
。

而
し

て
若

し
壷
手

の
責

に
蹄
す

べ
き
事
由

に
よ
り
滅
失
殿
損
す
る
時

は
、
再
び
給
付
す

る
義

務
は
な

い
が
損
害

賠
償

の
責

に
任

ぜ

ね
ば
な
ら
な

い
④
。

但

し
以
上

の
給
付

の
目
的
物

の
特
定
を

生
す

る
爲

に
は
、
債
務

の
本
旨

に
從

つ
た
履

行
を
な

し
た
る
こ
と
を
要
す
る
が
故

に
、

費
手
は
契
約

に
合
致
し
た
る
物
品

の
船
積
を

正
當

に
な
し
た
る

こ
と
を
立
誰

せ
ね
ば
な
ら
な

い
。
然

ら
ざ
れ
ば
責

手
は
物
品

の
内

部
的
最
疵
並
び

に
外
部
的
霰
疵

に
就
き
費
手

と

し

て

の

蝦
疵
憺

保

の
責

に
問
は

る

エ
。
此

の

こ

と

は

買
手

の
物
品
槍

査
義
務

(国
㈹
簿

o
幽
ぎ
稽
。a
8
)
と
關
聯
す
る

が
故

に
其

の
項

に
譲

る
。

ま

た

F
・0

・B

・
費
買

に
あ

つ
て
は
縦
令

ひ
船
荷
誰
券
其

の
他

の
誰
券

が
作
成
授
受
さ
る

玉
に
せ
よ
、
履
行
す

べ
き
は
物
品

の

現
實

の
引
渡

で
あ

つ
て
誰
券

の
引
渡

で
は
な

い
か
ら
①
、
例

へ
ば
約
定
品
は

0
8
犀
に
於

い
て

円。鼠
く
ぎ
αq
9
。
時

に
受
取
ら
れ
、
物

品
を
表
彰
す

る
も

の
と
し

て
受
取
船
荷
誰
券

が
稜

行

せ
ら
れ
、
之
れ
が
他

の
書
類

と
共

に
船
積
書
類

を
構

成
し

て
銀
行

に
渡

り
た

る

場
合

と
難

も
、
若
し
約

定
品

が
現
實

に
本

船
甲
板
上

に
船
積

せ
ら
れ

ざ
る
間

に
、
.當
該
貨
物
が
何
等

か
の
事
情

に
よ
り
滅
失
段

F
。0
・B
・契
約
に
於
け
る
財
産
擢
の
移
鴨
と
危
陰
の
資
辮

五

一



F
・0
・B
。契
約
に
於
け
る
財
産
権
の
移
韓
と
危
瞼
の
員
掬

五
二

損
す

る
時

は
、
夫
れ
を
惹
き
起
し
た
る
事
情

が
費
手
自

か
ら

の
責

に
蹄
す

べ
き
場
合
た
る
と
然

か

ら

ざ

る

場
合

た
る
と
を
問

は

す
、
費

手
は
再

び
代
物
掛

濟
を
せ
ね
ば
な
ら
な

い
。

(5)(4)(3)(2)(1)

{禾
弘
嚴

・太
耶

.
債
翫罹
舖
脚訟刺
前
掲
∵書
二
昌
山ハ
頁
O

種

々
な

る
特
殊

の
慣
例

あ
噸

、
拙
稿

・
前
掲
書
六

四
六
-

宍
四

七
頁

謬
照
。

o自
帥8
昇
〈
・
ぎ
駐
ぎ

図
N
ρ

国
・
U
・
い
0
↑
(O
・〉
し
貯

H
H・
ピ
・鴇
目o
》
・
ρ

臆
ひ
9

民
法

五
三
四
條
第

一
項
。

民
法

四

一
五
條
後

段
、
後
出
o

其

の
事

情
が
、
賢
手

自
か
ら
の
貴

に
蹄
す

べ
垂
場
合

と
然
か
ら
ざ

る
場
合
と

に
て
、
反
劉
給

付
の
危
陰

員
櫓
に
異

る
、
後
出
。

11

代
慣

の
危
瞼
負
憺

以
上
述

べ
た

る
如
く

に

F

・0

・
B
・
契
約

に
於

い
て
は
、
本

船
甲
板
上

の
船
積
義
務
履
行

ま

で
は
、
責
手

は
給
付
不
能

の
危
瞼

を
員
旛
し
、
右

義
務
履
行
後

は
物
品

の
滅

失
殿
損

が
自

か
ら
の
責

に
齢
す

べ
き
事
由

に
よ
る
場
合
た

る
と
、
然

か
ら
ざ
る
場
合

た

る

と
を
問
は
す

、
再

び
給
付

の
責
任
を
員

は
ざ
る
も

の
で
あ
る
が
、
之

れ
等

の
場
合

に
費
手

の
代
金
請
求
模

は
如
何
う
な

る
か
、

ま
た
若
し
契
約

と
同
時

に
代
金

の

一
部
が
前
佛

せ
ら
れ
あ

る
時
は
如

何
、
な
ど
の
問
題

が
残
る
。
換
言
す

れ
ば
給
付
不
能

の
危
瞼

は
費
手

の
側

に
あ
る

こ
と
前
述

の
如
し

ど
し

て
、
之
れ

と
關
聯
し

て
代
債

の
危
瞼

は
誰

が
員
捲
す
る

か

の
問
題

は
別

に
考
察

さ
れ

ね
ば
な
ら
な

い
。

給
付

の
不
能
及
び

目
的
物
特
定
後

の
滅
失
並

び
に
殿

損

が
、
費

手

の
責

に
蹄
す

べ
き
事
由

に
よ
り
起

る
時

は
、
債
務
者

た
る
費



手

の
本
來

の
債

務

は
損
害
賠
償
債
務

に
代

る
こ
と
前
述

の
如
く

で
あ

る
(
四

一
五
條
後
段

)
。
但

し
右

は
本
來

の
債

務

が
内
容

を
異

に
し

て
延

長
さ
れ
た

の
で
あ

つ
て
前
債
務
が
消
滅
し
た
も

の
で
は
な

い
か
ら
、
封

手
方

の
債

務
即
ち
買
手

に
封
す

る
反
封
給
付

請

求
構

に
直
接
影
響

を
及

ぼ
す
こ

と
な
く
、
唯

だ
不
履

行

の
場
合

に
契
約

の
解
除
椹

を
襲

生
せ
し
む
る
に
止
ま
る
①
。

然

る
に
若
し
債
務
者

た
る
費

手

の
責
に
蹄
す

べ
か
ら
ざ
る
事
由

に
よ
り
履
行
不
能
と
な
り

叉
は
滅
失
殿
損
を

生
じ
た
る
時

は
、

法
律
上

に
所
謂
危
瞼

員
憺

の
問
題

(O
珠
聾
詳
蜀
鴨
5
㈹
"
日
興
凶8

"
8

一営

器
ε
で
あ

つ
て
、
各

國
法
制
も
異
り
、
而
し

て
商
事
費
買

の
實
際
上

に
も
問
題

の
多

い
と
こ
ろ

で
あ

る
⑳
。
そ

の
國

に
よ
る
異

同
並
び

に

こ

の
異

同
を
生
む
母
胎
た
り
し
杜
會

の
制
度

・
組

織

・
乃
至
は
経
濟
關
係
等

の
叙
述

は
本
稿

の
範

園
外

に
属
す

る
が
故

に
、
此
庭

に
は

F

・
0

・B

・
契
約

に
適
用
さ
る
べ
き
限
り

に

於

い
て
通
設
を
顧

み
る

に
止
め

る
。

既

に
屡

々
繰

返
せ
る
如
く
、
本
船
甲
板
上

に
於

け

る
費
手

の
船
積

義
務
履
行

の
時
を

以

つ
て
危
瞼

の
員
播
限
界
黙
と
す

る

F

・

B

・
0
・契
約

に
於

い
て
は
、
右
船
積
完
了
ま

で
は
給
付

の
目
的
物
は
特

定
し
な

い
。
故

に
若

し
夫
れ
迄

に
債
務
者

た
る
費
手

の
責

に
蹄
す

ぺ
か
ら

ざ
る
事
由

に
よ
り
債
務
不
履
行

と
な

る
時
は
、
所
謂
危
瞼

債
務
者

主
義

の
原
則

に
よ

つ
て
、
費
手

は
反
封
給
付
請

求
構

を
有

し
な

い
。
此

の
鮎

は

ロ
ー

マ
法
以
來
各
國
法
制

の

一
致
す

る
と
こ
ろ
で
あ

つ
て
、
例

へ
ば
吾
が
民
法

に
よ
れ
ば
、
種
類

債
務

に
就

い
て
は
目
的

の
特
定

前

に
履
行
不
能
を
生

じ
た
る
時
は
五

三
六
條

の
原
則

に
從

ふ
も

の
と
な
し
、
而
し

て
五
三
六
條

に

は
、
特
定
物

に
關
す

る
物
横

の
設
定
移
輻
以
外

の
給
付

を

目
的

と

す

る

蔓
務
契
約

に
あ
り

て
は
、
危
瞼

債
務
者

に
あ
り

と
定
め

る
③
。
「
危
瞼

は
所
有
者

こ
れ

を
員
澹
す
」
嬬$

層
a
&

。
量

。
な
る
原
則
を
採

る
英
法

に
於

い
て
も
、
此

の
場
合

に
は
未
だ
物

品
特

F

・0
・B
・契
約

に
於
け
ろ
財
産
櫨

の
移
轄
と
危
瞼
の
員
掬

五
三

6



F
・0
・B
・契
約
に
於
け
る
財
産
権
の
移
鴨
と
危
瞼
…の
資
携

五
四

定
し

て
ゐ
な

い
か
ら
所
有
横

移
輻
せ
す
、
從

つ
て
原
則
と
し

て
危
瞼

は
買
手

に
移
輻

せ
す
、
費
手

の
代
金
請
求
櫃

は
未
だ
嚢
生

し

な

い
。

こ

の
費

手

の
責

に
麟
す

べ
か
ら
ざ
る
事
由

に
よ
る
場
合
を
更

に
吟
味
す
れ

ば
次

の
如
く
な

る
で
あ

ら
う
。

イ
當
事
者
双
方
の
責
に
蹄
す
べ
か
ら
ざ
る
事
由
に
基
く
場
合
-

費
手
は
債
務
を
冤
る
」
と
同
時
に
反
封
給
付
を
受
く
る
権
利

(
も
な
く
、
既

に
受
け
た
る
給
付
あ
れ

ば

(
例

へ
ば
代
金

の

一
部

の
前

佛
を
受

け

た

り

と

す

れ
ば
)
之

れ
を
返
還

せ
ね
ば
な
ら
な

い

㈲
。

ラロ
債
権
者
た
る
買
手
の
責
に
蹄
す
べ
き
事
由
に
基
く
場
合
-

債
務
者

た

る
費
手
は
反
封
給
付
を
受

く

る
権
利
を
失
は
な
い

が
、
自

己

が
債
務
を
冤
る

玉
に
よ
つ
て
利
釜
を
得

た
る
時

は
、
之
れ
を
債
権

者

に
返
還
す
る
を
要
す

る
⑥
。

勾
F

・0

・
B

・買
手

の
船
舶
指
定
義
務

の
不
履

行
が
給
付
受
領

に
付
き
債
椹
者

の
遅
滞

と
な
る
や
否
や
は
問
題

で
あ
る
が
⑥
、
假

(
り
に
之
れ
が
然
り
と
す
れ
ば
此
の
場
合
に
墜
方
の
責
に
蹄
す
べ
か
ら
ざ
る
事
由
に
よ
つ
て
履
行
不
能
と
な
つ
た
場
合
ー

例

へ
ば

費
手
は
船
積
の
目
的
を
以
つ
て
約
定
品
を
港

へ
運
搬
し
た
る
に
拘
ら
す
、
買
手
は
配
船
を
指
定
ぜ
す
、
船
積
待
期
中
に
地
震
叉
は

火
災
に
よ
つ
て
物
品
が
滅
失
し
、
叉
は
戦
争
が
起
つ
て
船
積
不
能
と
な
り
そ
の
爲
に
攣
質
腐
敗
を
起
し
た
る
場
合
ー

之
れ
に
就

い
て
は
若

干
の
議
論
が
あ

る
①
。
吾

が
國
法

の
解
繹
と
し

て
は
、
双
方

の
責

に
節
す

べ
か
ら
ざ
る
事
由

と
云

ふ
窯

か

ら

見

て
五
三

ラ

六
條

の

一
i
前
述

イ
の
場

合
i

を
適
用
す

べ
き
も

の
曳
如
く
思
は
る

玉
も
、
而

し
て
債
権
者

逞
滞

は
債
務
者
逞
滞

と
異

つ
て
債
樺

(

者

の
故
意
又
は
過
失
を
要
件
と
は
し
な

い
が
、

そ
れ

に
し

て
も
債
務
者

た
る
費
手
が
適
法

に
提

供
し
た
る
履
行

を
債
構
者
た
る
買

■



手
が
若
し
受
領
し
た
り
と
す
れ
ば
、
か
曳
る
結
果
は
生
ぜ
ざ
の
し
も
の
で
あ
る
か
ら
、
此
の
債
務
不
履
行
に
よ
る
結
果
は
債
務
者
を

し
て
員
は
し
む
べ
き
で
は
な
い
。
即
ち
五
三
六
條
二
項
の
趣
旨
に
從
ひ
、
債
務
者
た
る
喪
手
は
反
封
給
付
の
請
求
椹
を
有
す
但
し

費
手
が
そ
の
債
務
を
冤
れ
た
る
に
よ
つ
て
利
釜
を
得
た
る
時
は
之
れ
を
債
権
者
に
返
還
せ
し
む
る
を
要
す
と
解
す
べ
き
で
あ
る
。

唯
だ
注
意
す
べ
き
は
費
手
の
代
金
請
求
横
は
竪
務
契
約
よ
り
生
じ
た
る
本
來
の
請
求
僅
そ
の
も
の
で
あ
つ
て
、
債
構
者
の
不
法
行

爲
其

の
他
の
事
由
に
よ
る
損
害
請
求
権
に
非
る
に
封
し
、
買
手
た
る
債
権
者
が
有
す
る
償
還
請
求
灌
は
直
接
に
法
律
に
基
く
請
求

櫻
で
あ
つ
て
竪
務
契
約
よ
り
生
す
る
請
求
灌
に
非
す
、從
つ
て
此
の
爾
者
同
時
履
行
の
關
係
に
立
つ
も
の
に
非
る
こ
と
で
あ
る
⑥
。

　昌
當
事
者

双
方

の
責

に
蹄
す

ぺ
き
事
由

に
基

く
場
合
1

に
は
何
等

の
規

定

が
な

い
、
五

三
六
條

の
二
を
適
用
す

べ
き

で
な

い

(
こ
と
勿
論

で
あ
る
。
此

の
場
合

に
は
債
構
者

に
も
責
任
が
あ
る
故

に
債
務
者

は
反
封
給
付
を
請
求
す
る
灌

利
を
失

は
な

い
。
併

し

履
行
不
能

と
な

つ
た

に
就

い
て
は
、
債
務
者

の
責

に
蹄
す

べ
き
事
由
も
加

つ
て
居

る
か
ら
封

手
方
た
る
債
椹
者

か
ら
も
四

一
八
條

に
よ

る
損
害
賠
償

又
は
五
四
三
條

に
よ
る
契
約
解

除
を
請
求

さ
れ
う

る
で
あ

ら
う
①
。

〇

三
潴
信
三

・
契
約
概
論

(
現
代
法
學
全
集
第
四
巻
牧
躁
)

(5)(4)(3》(2)

二
三

一
頁

o

所

謂
危
隙

費
携

の
問
題

に
關
し

て
に
丈
献
頗

ろ
多
し
、
繁
な

避
け
て
墨

げ
ず
。

一二
潴
信

一二
・
契

約
概
塾
醐
前

…掲
書
一二

一
山
バ
ー

二

一
七
頁
O

民
法

五

言
一
山ハ
條
第

一
項
O

民
法

五

一二
山
ハ
條
第

二
項
O

F

・
0

・
B

・
契
約

に
於

け

る
財
産
権

の
移
繕

と
危
瞼

の
賢
携

五
五



(7) (6)(9) (8》

 

F
・
0

・B

・
費
手

が
本
船

甲
板
上

に
於

け
る
船
積
義
務
を
履
行
す

る
と
物
品
は
蝕

に
特

定
す
る
、

責

に
館
す

ぺ
か
ら
ざ
る
事
由

に
よ
り
滅
失

殿
損
し
た
る
場
合

に
、

特

定
物

に
關
す
る
物
権

の
設
定
移
轄
を

以

つ
て
愛
務
契
約

の
目
的
と
な
し
た
る
場

合

に
於

け

る
危
瞼
員
憺

に
就

い
て
は
、
多
く

の
國

は
特
則
を
設
く
る
①
。

而

し

て
原
則

の
場
合

と
同

じ
く
危
瞼
債

務
者

主
義
を
探

る
も

の
に
猫

乙
民
法

が
あ
る
。

吾

が
民
法

の
規
定
す

る
と
こ
ろ

に
よ
る
と
、
特
定
物

二
關

ス
ル
物
権

ノ
設

定
又

ハ
移
縛

ヲ
以
テ
愛

務
契
約

ノ
目
的

ト
ナ

シ
タ

ル

場

合

二
於

テ
其
物

力
債
務
者

ノ
責

二
露

ス

ヘ
カ
ラ
サ
ル
事
由

昌
ヨ
リ

テ
滅
失

叉

ハ
殿
損

シ
ク

ル
時

ハ
ソ
ノ
滅
失
叉

ハ
殿
損

ハ
債
権

者

ノ
員
澹

昌
録

ス

(
五
三
四
條

ノ

一
)

と
債
権

者
主
義
を
探
り
、
而
し

て
不
特

定
物

に
關
す

る
契
約

即
ち
種
類
債
務

に
就

い
て
は

四
〇

一
條
三

項
の
規
定

に
よ
り

て
、
其

の
物

が
特
定
し
た
る
時

よ
り
右

の
規

定
を
適

用
す

る
も

の
と
す
る
。
故

に

F

・0

・
B

・
費

買

に
於

い
て
費

手

の
船
積

引
渡

が
絡

り
物
品

が
特
定
し
た
る
時

は
、
夫

れ
以
後

に
費
手

の
責

に
齢
す

べ
か

ら
ざ

る
事
由

に
よ
り

て

物

品
が
滅
失
殿
損
す

る
時

は
、
買
手

は
再

び
給
付
を
求
め
得
ざ

る
の
み
な
ら
す
代
金
支
佛

の
義
務
を
も
員

ふ
も

の
で
あ
る
。

F
・0
・B
。
奥
約
に
於
け
る
財
産
搬

の
移
韓
と
危
瞼
の
費
掬

五
六

此
の
職
に
就

い
て
は
他
の
機
曾
に
譲
ろ
o

鳩
山
秀
夫

・
前
掲
煮
二

三
五
ー

コ
ニ
六
頁
。
三
潴
信
三

・
契
約
概
論
前
掲
書

一コ

九
-

二
二
〇
頁
、
及

び
英
國
の
慣
例

に
就

い
て
は
拙
稿

・

六
五

一
頁
。

鳩
山
秀
夫

●
函肘
掲
書

一
一二
ゐバ
ー

一
三
♪
〕頁
O

鳩
山
秀
夫

・
前
掲
書

一
三
七
-

=
二
八
頁
、
三
潴
信
三

・
契
約
概
論
前
掲
書
二
一二

頁
。

而

し

て
夫

れ

以
後

に
費

手

の

反
封

給

付

の
危

瞼

員

澹

は

如

何

う

な

る

か
。



英
法

は
此
の
場
合
も
ま
た
所
有
櫃
者

主
義
を
探
る
、
即
ち
危
瞼

は
所
有
櫨

と
共

に
移
る
(
物
品
費
買
法

二
〇
條
)
。
而

し
て
其

の

所
有
椹

は
不
特
定
物

の
費
買

に
あ

つ
て
は
給
付

の
目
的
物

の
特

定
後

(
一
六
條

)
、
當
事
者

の
合

意

に
よ
り

(
一
七
條
)
若

し
く

は

同
法

一
八
條

の
規
定
す

る
方
法

に
よ

つ
て
買
主

に
移
韓
す

る
。

い
ま

F

・0

・
B

・
費

買

に
於

い
て
も
、
普

通

の
場
合

に
は
、
財
産
構

の
移
韓

と
危
瞼

の
移
韓
と
は
相
伴

ふ
こ
と
前
述
し
た
。
即

ち
費
手

の
約
定
品
引
渡

と
同
時

に
、
引
換

に
買
手

が
代
金
を
支
佛

ふ
約

あ

つ
て
、
引
渡
と
同
時

に
支
佛
あ
り

た
る
場
合
は
勿

論
、

支
佛

に
就

い
て
は
別

に
期
日
を
定

め
た
場
合

と
雌
も
、
費
手
は
引
渡

に
よ

つ
て

一
切

の
滅
失
殿
損

に
封
す

る
責

を
冤
れ
、
唯

だ
代

金
支
佛
を
求
む
る
債
樺

を
取
得
し
、
買
手
は
支
彿

の
債

務
を
員

ふ
と
同
時

に
約

定
品

に
關
す

る

一
切

の
滅
失
殿
損

に
封
す
る

責
を

員

ふ
も

の
で
あ
る
。
故

に
若

し
費
手

が
物
品
を
引
渡

し
何

等

の
留
置
櫨

を
保

留
し
な

い
時

は
、
危
瞼

は
所
有
構

と
共
に
買
手

に
蹄

し
、
若

し
此

の
時
以
後

に
費
手

の
責

に
任
す

べ
か

ら
ざ
る
事
由

に
よ
り
滅
失

又
は
殿
損
し

て
も
、
費

手
は
再
び
給
付
を
な
す

の
要

な
き

の
み
な
ら
ナ

又
代
金
請
求
権

を
失

ふ
こ
と
も
な

い
。

以
上
は

F
・
0

・B

・
費
買

に
於
け

る
給
付

の
危
瞼

及
び
反
封
給
付

の
危
瞼
員
捲

に
係

は
る
原
則
的
な
る
場
合

で
あ
る
が
、
此
虜

に
之
れ

に
關
し

て
特

に
注
意
す

べ
き

一
二

の
黙
が

あ
る
。

養

き

に
も
述

ぺ
た
る
如
く

F

・0

・
B
・
費
買

に
於

い
て
は
、
所
有
模

の
移
韓

に
は
物

の
特

定
が
先

決
要
件

で
あ
る
が
、
危
瞼

の

移
縛

に
は
英
國

の
判
例

に
於

い
て
必
す

し
も
右

の
特
定
を
必
要

と
し

な

い

こ

と

が
第

一
働
。
前

掲

。。ε
葬

く
●
翻
鴇

事
件

に
於

い

て
、
費

手
は
漢
墾
本
船
渡
船
荷
誰
券
引
替

ロ
ン
ド

ン
現
金
佛

の
約

に

て
砂

糖
二
百
噸

の
供
給

を
契
約

し
た

の
で
あ
る
が
、
費

手
は

F
・0
・B
。契
約
に
於
け
る
財
産
構
の
移
韓
と
危
瞼
の
費
櫓

五
七



F
・0
・B
。契
る
約
に
於
け
財
産
権
の
移
轄
と
危
瞼
の
員
櫓
}

五
入

此

の
契
約

を
履
行

す

る

に

當

り

、
船
積

の
場
合

に
砂
糖
二
百
噸

に
就

き
何

等
特
別

に
買

手

の
占
有

と
な
す
手
績

を
と
る
こ
と
な

く
、
他

の
契
約

に
充
當
す

べ
き
砂

糖
と
積
合

は
し
た

の
で
あ
る
が
、
物
品
は
航
海

の
途
中
海
難

に
よ

つ
て
滅
失

し
た
。
此

の
事

件

に
關
與

し
て
判
事

閑
器
8

罎
5
戸

は
云

ふ
、
若

し
も
物
品
が
特

定
せ
ら
れ

て
あ
れ
ば

..坤
霧

8

び
8
a
.、
な

る
用
語
は
危
瞼
を
買
手

に
移
韓

し
た
で
あ
ら
う

こ
と
は
何
人
も
認

め
よ
う
、
而
し

て
此

の
用
語

の
働
き
を
特

定
物

の
み
に
限
る

ぺ
き
筋
合

は
商
事
費
買

の

實
際

に
も
ま
た
法
律

に
も
見
出
し

得
な

い
と
囎

斯

く

の
如

く

に
所
有
構

の
移
鱒

に
は
物
品

の
特
定

を
要

し
、
危
瞼

の
移
韓

に
は
特

定
を

要

せ
ナ

と

す

れ

ば
、
前
述

の

の
幕

o
h

Q
8
蔚

>
9

二
〇
條

の
原
則

は
常

に
行
は

る

玉
に
非
す

、
即

ち

F
・
0
・
B

・
賓
買

に
於

い
て
は
財
産
椹

の
移
韓

と
危
瞼

の
移
轄

と

は

一
致
し
な

い
こ
と
が
あ
り
う
る
こ
と
が
第

二
ω
。
団
乙
ξ

℃
い

↑

は
前

掲
事
件

に
關
與

し
て
云

ふ
、
物
品

の
占
有
が
船
積

の
時

に

買
手

に
餓

せ
す

と
も
、
買
手
は
危
瞼

を
員
澹

せ
ね
ば
な

ら
な

い
と
㈲
。

い
ま
F
・
0

・B

・費
買

に
於

い
て
此

の
不

一
致

の
場
合
を
例
示
す
れ
ば

の

O

ζ

碧
讐
碧

に
ょ
れ
ば
、
F

・0

・B

・
契
約

に
於

い
て
は
當
初

よ
り
特
定

の
船
舶
を
約

定

す

る

は
極
め

て
稀
れ

で
あ

つ
て

(
何

月
積
何

々
港
本
船
渡

と
取
り
極
め

お
く
が
普

通
で
あ
る
⑥
。

定
期
的

に
各
杜

の
配
船
あ

る

場
合

叉
は
船
腹

過
剰

の
た

め

に
各
船

主
が
各
港

に
蒐
貨

の
爲

に
配
船
す

る
場
合

に
は
、
特

に
何

々
丸
と
本
船
を
指
定

せ
す
何

々
會
杜
船
叉
は
軍

に
何

月
渡

と
約
定
す

る

が
實
際

の
萎

で
あ
ら
う
。
敦
れ

に
も
せ
よ
契
約

の
當
初
は
概
括
的

に
取
り
極
め
、
後

に
買

手

の
側

よ
り
本
船
を
指

定
す

る
こ
と
が

最

も
多

く
、
判
例
も
亦
此

の
本
船
指
定
を
買
手

の
義

務

と
す

る
の
。
此

の
場

合

に
買
手
が
費
手
を

し

て
既

に
約

定
品
を
船
積

の
爲



に
埠
頭

へ
逡
致

せ
し
め
た
る

に
拘

ら
す

、
本
船

の
到
著

邊
延
し
た
る
爲

に
積

込
が

お
く
れ

、
約
定
品

に
滅
失
殿
損

お
こ
る
時

は
、

所
有
模
は
未
だ
移

ら
ざ

る
に
拘

ら
す
其

の
危
瞼
は
買
手

の
員
捲

で
あ

る
⑥
。

　・
若

し
船
荷
謹
券

が
費
手

の
指
圖
式

に
て
獲
行

せ
ら
れ
尚

ほ
裏
書

せ
ら
れ
す
或

ひ
は
叉
裏
書

せ
ら
れ

て
も
費
手

又
は
其

の
代

理

(
人

の
手
申

に
留

め
置

か
る

瓦
時

は
縦
令

ひ
約

定
品
は
本
船
甲
板
上

に
引
渡

さ
れ
て
も
其

の
財
産
椹
は
移
鱒

せ
ざ
る

こ
と
、
並
び

に

右

は
必
ら
す
し
も
般
荷
誰
券

の
獲
行
あ

る
場
合

に
限
ら
す
縦
令

ひ
約
定
品
が

貼§

。
昌
8
碧
畠
の
契
約

に
て
買
手

に
引
渡
さ

る

㌔
場

合

と
錐
も
、
若

し
費
手
が
約

定
品

の
引
渡

に
際

し
其

の

『9
6営

を
費
手
自
身

の
名

に
於

い
て
取
得
す

る
か
叉

は
要
求
す

る
時
は
費

手
は
右

の
約
定

品

の
上
に
あ

る
留
置
権

を
放
棄
し
た
る
も

の
に
非

る

こ
と

は
前

述
し
た
。
而

し
て
以
上

の
場
合

に
於
け
る
危
瞼

の

移
輻
は
如
何

と
云

ふ
に
、
判
事

ヒ6
践
ド

頃
.
に
よ
れ
ば
、
か

曳
る
移
轄

は

窯
o
需
昌
団
の
移
輻
を
な

さ

博、
る

の
み
な
ら
す

℃
o
毬
o。。の♂
昌

の
移
韓
を
も
な

さ
な

い
、
何

と
な

れ
ば
か

曳
る
引
渡

は
買
手

へ
の
引
渡

に
非
す
し

て
船
荷

誰
券

に
よ

つ
て
現
は
さ
れ
た
る
人

の
爲

に
す

る
船
長

へ
の
引
渡

で
あ

つ
て
①
、
而

し

て
斯

く

の
如
く
買
手

の
占
有

と
す

る
こ
と
な

し
に
約
定
品

が
甲
板
上

に

お

か
れ
た
る

時

は

男
3
窟
『ξ

は
移
縛

せ
す

と
も
危
瞼
は
移
韓
す

る
も
の
で
あ

る
恥
。
(

英

國

物

品
費

買

法
第

三

二
條

第

三

項

は

、

d
巳
霧

。昏
。
≧

剛器

お
§

告
"
毒
ぴ
。器

σ。
8
詠

潜
誘

。・。暮

ξ

昏
。
ψ聾

8

昏
。
ぴ
ξ
巽

ξ

薗

3

三
〇
冒
く
o
ぞ
ぎ
σq
8
粕
q
§

。・搾
噂
侶
巳

o
『
o
ぐ
2

§
り
冨
昌
o
霧

冒

箋
窪
9

犀
貯
島

§

一
8

一霧
自

ρ

昏
6
。・
亀
臼

ヨ
島
件
賦
く
o
o垢
9

5
0
曹

0
8

昏
0
9

饗
同

9。
の
§
ミ

⑦
墨

¢
o
ゲ
ぎ

8

ぎ
雲
器

昏

o
ヨ

9

ユ
漏

穿
臥
同
¢
窪

件轟
霧
劃

9
巳

獣
昏
o
ω巴
o
H
幽亀
。・
8

ら
o
切9

昏
o
槻
o
&

器

冨

ロ
冨

島
8
目
o轟
ε

げ
0
9

F

・
0

・B

・
契
約

に
於

け

ろ
財
産
擢

の
移
嬉
と
危
瞼

の
費
搬

五
九



F

・0

・B
・奨
約

に
於
け
る
財
産
搬
の
移
韓
と
危
瞼
の
資
据

六
〇

浮

H騨

含

旨

㈹
巴
鼻

§

q
碧
終
・
と
規

定
す

る
。
此

の
規

定

が
そ

の
ま

」
に
F

・
0

・
B

・費

買

に
も
適

用

さ

る

ぺ
き

か

否

か
は
問

題

で
あ
る

。

國

際

商
業

會

議

所

英

國

代
表

は
、

。。
色
自

目
蚤

8
ヨ
弓
ぞ

鼠

昏

。。
9げ

。
{
0
8
山
ω
>
6二

。。㊤
。。
(団
再・
一謡
・
oo
oo・
QQ
悼
)
と
特

記

し

て
、

費

手

は
此

の
規
定

に
從

ふ

べ
き
も

の
と

な

し
鋤
、

判

事

国
§

臣
8
5
ま

た

≦
、冒

げ
ド

タ

閑
。
鴇
夢

。茜

事

件

に
於

い
て
、
F

・
0

・

8

・
費

手

は

契

約

の
履

行

た

る
引
渡

を
完

了

し

た
る
時

は

、
逞

滞

な

く

其

の
旨

を
買

手

に
通

知

せ
ざ

る

べ
か

ら
す

、
若

し
此

の
通

知

を
怠

る
時

は

、
約

定

品

の
危

瞼

は
費

手

に
屡

す

る
働
と
な
す

。

併

し
之

れ

に
封

し

て

は
英

國

内

に
於

い
て
さ

へ
異

論

あ

つ
て
、

る

例

へ
ば
同
じ
事
件

に
關

與
し
た

る
判
事

頃
9
穿
9
聾
・
は
云

ふ
、

今

同

の
場
合

も

其

の

一
つ
に
屡
す
る
が
、
買
手

よ
り
本
船

を
指
定

す

る
普
通

の
F

・
0
・
B

・契
約

に
あ

つ
て
は
、
保
瞼

に
附
す

る
た
め

の
通
知
は
必
要

で
は
な

い
、
何

と
な
れ
ば
、
自
分

の
意
見

に
よ

れ
ば
、

か

玉
る
契
約

に
於

い
て
は
、
費
手
は
約

定
品
を
買
手

に

逡
致
す

る
檬

に
は

碧
昏
。
蔚
。
さ
れ
す
又
要
求
も
さ
れ
ず

昏
。

邑

臼

尻

5
2

.、遷

昏
。
蔚

a

。
=

8
島

巴

8

。。
・
5
"
..
昏
。
㎝q
。
a

。・
ε

昏
。
げ
身

窪

-

費

手

は

貨

物

を

甲

板

上

に

お

い
た

時

に
義

務

を

果

し

た
る

こ
と

」
な
る
働
と
。
吾
が
國

に
も
之
れ

に
同
じ
た
る
主
張
が
あ

る
σ⑪
。

此

の
問
題

は
所
謂
費
手

の
船
積
完
了

の
通
知
義
務

に
係

は
る
も

の
で
あ

つ
て
、
同

ヒ
疑
問
は

C

・
1
・F

・
費
買

の
場
合

に
も
起

り
得

る
。
即

ち
通
常
、
船
積

地

で
其

の
種

の
物
品

に
關

し

て
行

は
る

曳
保
瞼

の
締
結
を
費

手

の
義

務
と
す

る

C

・
1
・
F
・
契
約

に

於

い
て
も
、
費

買

の
目
的
物

に
つ
き
買
主

は
往

々
當
該
保
瞼
契
約

に
よ

つ
て
保
障

せ
ら
れ
な

い
部
分

の
危
瞼

、
若
し
く

は
希
窒
利

釜
等

に
つ
き
、
更

に
保
瞼
契
約

を
締
結

せ
ん
と
す

る
場
合

が
あ
る
。

而

し
て
此

の
目
的

の
爲

に
は
、
費
手

か
ら
船
積
後
遅
滞
な
く
船
名
そ

の
他
必
要
な
通
知
を
受
け

る
こ
と
が
、
買
手

に
と

つ
て
は

鯛

一



甚

だ
望

ま
し

い
。
然
し
な
が
ら
此

の
通
知
を
な
す

こ
と
が
費
手

の
義
務

で
あ
る
か
ど
う
か
は
問
題
で
あ

つ
て
、
小
町
谷
博
士
は
特

約

な
き
限
り
壷
手
は
自

己
の
船
積

し
た
物
品
を
提

供
す
る

こ
と
を
要
し
な

い
こ
と
、
既

に
通
常

の
事
故

に
封
す
る
保
瞼

が
附

せ
ら

れ

た
る
以
上
そ

の
以
外

の
保
瞼

は
寧
ろ
例
外
的
事
項

に
属
し
若

し
買
手

が
之
れ

に
就

い
て
も
保
瞼

を
附

せ
ん
と
な
ら
ば
豫

め
費
手

と
適
宜
な
特
約

を
す

る

が
至
當
な

こ
と
、
及
び
買

手
は
豫
定
保
瞼

に

よ

つ

て
自

己

の
利
釜
を
保
護

し
う
る
こ
と
等

を
理
由

と
し

て
、
C

・1

・
F
・
費
買

の
場
合

に
は
消
極
的
解

繹
を
採
る
を
要
當
と

せ
ら
る

」
㈲
。

い
ま
保
険
契
約
締
結
を
買
手

の
側

の
事

務
と
な

す
F

・
0
・
B

・契
約

の
關
す
る
限

り
で
は
、
此

の
保
瞼
契
約
締
結

の
時
乃

至
は
豫

め
附

し
お
き

た
る
豫
定
保
瞼

に
つ
き

脅
9
舞
9ユ
。
諮

を
な
す

べ
き
時

期
は
、
專
ら
船
積

の
完
了
通
知

に
よ

つ
て
始

ま
る
も

の
で
あ
る
。
從

つ
て
前

述

の
判
事

閑
註
冨
魯
・
の
異
論
は
、

=
a
巽

島
2
目
ω雷
目
窃
写

≦
7
一9

津
勝
器
唱
巴
8

駐

霞
o
と
せ
ら
る

玉
英
國

に
於

い
て
こ
そ
、
寅
手
が
此

の
危
瞼
員
憺
を
敢

え

て
期
す

る
限
り
、
容
認

せ
ら
る
べ
き
で
あ
る
が
、
此

の
規
定
を
飲

く
吾

が
國

と
し

て
は
、
此

の
通
知
を
な
さ

讐
る

F

・
0
・
B

・
費
手

は
、

買
手

に
保
瞼
契
約
締
結

の
機
會
を
與

へ
ざ
り
し
も

の
と
し

て
責
を
員

ふ

べ
き
も

の
で
は
な

か
ら
う
か
。
實
際

と
し

て
は
、
費
手

は

船
積
完

了
後
直

ち
に
そ

の
旨
通

知
を
嚢
し

て
、
そ

の
費

用
を
自
か
ら
員
捲
す

る
も

の
曳
如
く
、
前
記
國
際

商
業
會
議
所

編

↓
轟
曾

↓
。§

。。
に
、
英
國
以
外

の
代
表

が
、
寳
手

の
義
務

と
し

て
特

に
此

の
通
知
行
爲
を
記
載

せ
ざ
り
し
は
、
偶

々
も

つ
て
此

の
行
爲

が

商
慣
脅

と
し

て
あ
ま
り

に
普
遍
的
な
る
を
物
語

る
も

の
と
も
考

へ
ら
る

玉
勒
。
(

侮

三
潴
信

三

・
契
約
概
論
前

掲
書

二
輔
=

頁
。

②

〉
.
ご
.
9
げ
げ
㌦
三
2

や

9

・

F

・0

。B

・契

約

に
於

け
る
財
産
権

の
移
鴨

と
危
瞼

の
賢
携

六

一
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ゴ
層
唱
・
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●
や

圃
α
や

拙
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・
前

掲

書

山
ハ
七

〇

甘
只
O

小

町

谷

操

三

・
前

掲

書

二

一
八

-

二

一
九

頁

o

拙

稿

・
前

掲

書

六

七

〇

頁

、

及

び

目

δ

ぎ

8

旨

註

o
昌
9

Ω

琶

喜

賃

o
h
O
o
目
ヨ

o
「
8

二

び
罫

蓼

照

o

、

四

結

凡
そ
商
事
費
買
に
あ
つ
て
は
、
其
の
費
買
に
關
聯
す
る
費
用
及
び
危
瞼
を
何
人
が
員
澹

す

る

か

讐
最
も
重
大
な
る
問
題
を
な



す
。
蓋
し
商
業
機
樽

が
複
雑

と
な

る
に
つ
れ

て
事

に
與

る
も

の
は
管

に
費
買
爾
當
事
者

の
み
な
ら
す

、
保
瞼
蓮
邊
銀
行

等

の
業
者

が
時

と
所

と
を
隔

て

玉
参
加
し
、
從

つ
て
此

の
費

用
及
び
危
瞼

の
員
旛

の
限
界

如
何
が
各
關
係
営
事
者

へ
及

ぼ
す

影
響
は
少

な
か

ら
ざ
る
も

の
が
あ

る
か
ら

で
あ
る
。

筆
者
嚢

き
に

「
F
・
0

・
B
・
契
約

に
於

け
る
費

用

の
員
捲

」
な

る

一
篇

に
於

い
て
、
F

・0

。

B

・
契
約

に
關
す

る
理
論

が
費

用
員
澹

な

る
實
際

に
如
何

に
現
は
れ

つ

玉
あ
る
か
、

而

し
て
こ

の
多
檬
な
る
現
實

の
慣
習

よ
り
如

何
な
る
修

正
を
受

く
べ

き
か
を
吟
味

せ
ん
と
志

し
た
。
本
稿

ま
た
問
題
を

「
財
産
梅

の
移
縛

と
危
瞼

の
員
権
こ

と

に
限

つ
て
同
じ

意
圖

の
下

に
筆
を
起
し
、
到
達
し
た
る
は
ひ
と
し
く
船
積
後

の
費
手

の
通
知
行
爲

の
も

つ
意
味

に
就

い
て

Ψ
あ

る
。
而

し
て
之
れ

F

・
0
・
B

・
契
約

に
於
け
る
他

の
問
題

と
相

並
ん

で
爾

ほ
重

ね
て
考
究

さ
る

ぺ
き
主
題

に
馬
す

る
。

一
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稿
-
十

一
月

訂
o

ρ
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・0
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三
約
契
に
於

け
る
財
産
権
の
移
轄
と
危
瞼
の
資
櫓
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